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蒲郡市公共施設のあり方検討市民会議の開催

平成２７年５月１３日（水）から９月９日（水）まで５回に

渡って市民委員の皆様で構成される「蒲郡市公共施設
のあり方検討市民会議」が開催されました。

公共施設マネジメントってなんだろう

• 公共施設マネジメントとは、地方公共団体などが所管する公共施設を自治体経営の視点か
ら、総合的、統括的に管理・運営・活用する仕組みです。

どうして公共施設マネジメントが必要なのか

• 高度経済成長期の人口急増に伴ってたくさんの公共施設が建設されましたが、そのたくさん
の公共施設が築30年以上経過しており、これから一斉に更新時期を迎えることとなります。

• 現在の施設を建設した当時と現在では、少子高齢化など社会情勢が大きく変わったことなど
を原因として、公共施設に対するニーズが変化してきています。

• 将来に渡って持続可能な施設構成に変えていかなければ将来世代に大きな負担を残すこと
になってしまいます。

市では、このような視点から公共施設マネジメントの必要性を決め、取り組みを始めています。

公共施設マネジメントを進めていくために、市民の皆様にご協力をいただき、これからの公共
施設がどうあるべきかを検討しました。

これからの公共施設はどうあるべきか

蒲郡市公共施設のあり方に関するアンケート
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会議では３つの観点でこれからの公共施設の整備に
取り組んでいくように提言されました。

1. 財政状況や社会環境の変化を踏まえた「身の丈に
あった」公共施設

2. まちの魅力を高めるための公共施設
3. 公共施設マネジメントの推進方策

平成２７年５月２９日から６月１５日で無作為抽出２，０００名の市民アンケートを行いました。
アンケート結果では施設総量や整備費を減らすなどに７割の方が実施すべきと回答しました。



蒲郡市公共施設マネジメント基本方針

公共施設マネジメント方針を策定しました。

５つの基本方針

これからの取組みについて

【発行にあたって】

市では公共施設の老朽化が進み施設の更新に多額の費用が必要となる見込みであることや、少子高齢化や人

口減少など社会情勢の変化に対応したサービスの提供など、これからの公共施設を考えていくにあたり、公共施設

を適切にマネジメントし過大な負担を将来に残さないような取組みを進めています。このニュースは、公共施設マネ
ジメントの取り組みについて広く市民の皆様に知っていただくことを目的に発行しています。

【ホームページ】

また、「蒲郡市公共施設のあり方検討市民会議」の開催結果や「蒲郡市公共施設のあり方に関するアンケート」の
調査結果など、公共施設マネジメントの取り組み状況は市のホームページでもご覧いただけます。

市ではこれからの蒲郡市における公共施設の運営、維持管理、更新等について総合的かつ

経営的視点を持った「公共施設マネジメント」を推進することを目的として、将来の財政状況と

ニーズを鑑みた公共施設の質的・量的な適正化、利用者の安全・安心の確保、持続可能な行

政サービスの提供や財政の健全化を実現するために「蒲郡市公共施設マネジメント基本方針」
を策定しました。

公共施設マネジメントを実施するにあたって「適正化」「効率化」「魅力」「安全性」「実行力」の5
つを基本方針とします。

将来を見据えた維持可能な施設規模に適正化します

効率的・効果的な維持管理を実施します

社会変化に対応した魅力ある公共施設へ再編します

計画的な保全により公共施設を安全に維持します

公共施設の再編にむけて実行体制を構築します

� 少子高齢化社会に対応した施設維持費の負担軽減が必要です。

� 大きく変化した社会状況と予想される将来を見据えた施設配置が求められます。

� 財政的負担を想定した維持できる施設規模にしていく必要があります。

� 継続的に必要となる施設維持コストの圧縮が求められます。

� 従来の維持管理方法だけでなく、新たな方法を検討し効率的な施設管理を行

います。

� 高齢化など社会変化に対応した市民ニーズを取り込むことで利便性を高めます。

� 複合化・多機能化を行い地域コミュニティの核となる施設配置をします。

� 老朽化した施設の改修を計画的に行い、建物の安全を維持します。

� 予防保全を実施し、効率的、効果的な施設維持を行います。

� 公共施設の再編は多くの所管課にわたった取組みであり、情報の一元的な管

理を進め、全庁的な観点で整合性を図りながら事業を実行します。

� 事業を適正に評価できる体制を整え、取組みを進めていきます。

今後はこの基本方針をもとに、将来の世代に負担を残さないよう施設総量の適正化のみならず、

施設の長寿命化、維持更新に係る修繕費等の削減、運営の効率化、利用料金の見直しによる収
入増など、あらゆる手段によって問題の解決に取組みます。


